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町の人口７
月
の
納
税

　いつも、自然食普及センターをご利用いただきあ

りがとうございます。

　８月のお盆の休業は次のとおりとさせていただき

ます。

●休業日　８月 14日（月）・15日（火）

　※毎週日曜日は定休日です。

保健環境課　☎ 932-1151（内線 154 番）

自然食普及センターのお盆の
休業のお知らせ

　須恵町では、町ホームページへのバナー募集を次

のとおり行なっています。

●応募資格

　・公共性・中立性およびその品位を損なわないもの。

　・政治活動、宗教活動、意見広告および個人宣伝

　ではないもの。

　・公の秩序または善良な風俗に反しないもの。

　など

●掲載期間　広告掲載期間は１か月を単位とし、１

　年間を上限とします。

●掲載料金　１枠　10,000 円（１か月）

詳しくは、町ホームページ

http://www.town.sue.fukuoka.jp/

をご覧ください。

企画課　☎ 932-1151（内線 342 番）

町ホームページへのバナー広告を
募集します

　最近、近隣町内で一部の心ない上下水道管の点検・

清掃業者が一般家庭を訪問して、次のような手口で

悪質な営業活動を行なっていますのでご注意ください。

・役場から依頼されたような言い方をする。

・大声を出したり、脅すような威圧的な態度をとる。

・「このままでは給排水管がつまって大変なことに

なる」 などと言って不安をあおる。

　このように言って契約をさせ、高額な代金を請求

される被害が発生しています。

　宅地内の給排水設備は、私的所有物です。町が、

点検や清掃を依頼することはありません。

上下水道課　　☎932-1151（内線235番）

悪質な上下水道管の
点検・清掃業者にご注意ください！！

　県内にお住まいの身体障害者（児）、戦傷病者お

よび身体障害者手帳の交付を受けようとする人（視

覚障害・内部障害を除く）を対象に、身体障害者手

帳の相談、補装具の相談などのための巡回相談を次

のとおり行います。

●日　時　８月８日（火）９：30～ 14：30
●場　所　ボランティアセンター
●持参するもの　身体障害者手帳、印鑑、現在使っ

　ている補装具

　※眼科検診は行なっていません。

福祉課　☎ 932-1151（内線 127 番）

身体障害者巡回相談のお知らせ

　高齢者学級とは、老人クラブが中心となって、町

内に在住する 65歳以上の高齢者が、余生を生き生

きと過ごせるようにと、研修会を開催しているもの

です。７月は次の日程で行いますので、お気軽にご

参加ください。

●日　時　７月 20日（木）10：00～
●場　所　アザレアホール須恵（大ホール）
●内　容　講演　演題「報道よもやま話」

　　　　　元ＮＨＫ記者  大場正起氏

高齢者学級のご案内

　シイタケの「ほだ木」の販売を開始します。ほだ

木とは、約１メートルの長さに玉切りしたクヌギの

原木にシイタケの種菌を接種したものです。

　ほだ木は、直射日光が当たらない場所に置くと木

の中で菌糸が成長し、それが大きくなってキノコに

なります。通常は３年目の春から収穫できますが、

うまく条件が整えば来年の秋から収穫できます。

　ご自宅などで、あなただけのシイタケを育ててみ

ませんか？

●受付期間　７月 24日（月）～８月 31日（木）
●価格（１本）　500円（小）・600円（中）・800円（大）

建設産業課　☎ 932-1151（内線 213 番）

あなただけのシイタケを育ててみませんか？
～　シイタケ農家への道　～

●実施主体　福岡県計量検定所

　　　　　　（粕屋町大隈 188 - ２）

●期　間　10月１日（日）～ 10月 31日（火）
●応募資格

　・須恵町に在住する 20歳以上の人。

　・福岡計量検定所で開催される説明会および報告

　会に出席できる人。

　・計量モニターの職務を理解し、貸し出されたは

　かりの管理ができ、誠意を持って従事できる人。

　・日常的に食料品を購入し、計量のうえ、記録す

　ることができる人。

●応募人数　５人程度
●謝 礼 金　8,000 円
●応募締切り　8月 15日（火）

計量モニターを募集します


